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 第 1 回定例会            議案第 16 号 

 

 

令和 3 年度安芸高田市国民健康保険特別会計補正予算（第 3 号） 

 

 令和 3 年度安芸高田市の国民健康保険特別会計補正予算（第 3 号）は、次に

定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 567 千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,231,747 千円とする。 

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、｢第 1 表 歳入歳出予算補正｣による。 

（債務負担行為） 

第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることがで

きる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。 

 

   令和 4 年 2 月 24 日提出 

 

                 安芸高田市長  石 丸 伸 二   

 



第１表　歳入歳出予算補正

     歳        入 (単位：千円)

款 項

 1 国民健康保険税 505,298 △4,129 501,169

 1 国民健康保険税 505,298 △4,129 501,169

 3 県支出金 2,398,886 455 2,399,341

 1 県補助金 2,398,885 455 2,399,340

 5 繰入金 234,350 4,241 238,591

 1 他会計繰入金 232,567 2,243 234,810

 2 基金繰入金 1,783 1,998 3,781

3,231,180 567 3,231,747

補 正 前 予 算 額 補 正 予 算 額 補 正 後 予 算 額

歳 入 合 計
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     歳        出 (単位：千円)

款 項

 1 総務費 44,580 354 44,934

 1 総務管理費 43,889 354 44,243

 2 保険給付費 2,290,399 529 2,290,928

 1 療養諸費 1,999,780 288 2,000,068

 2 高額療養費 283,841 151 283,992

 5 葬祭諸費 1,680 90 1,770

 3 国民健康保険事業費 770,967 0 770,967

納付金

 1 医療給付費分 559,003 0 559,003

 2 後期高齢者支援金等 169,401 0 169,401

分

 3 介護納付金分 42,563 0 42,563

 5 保健事業費 67,653 △316 67,337

 1 保健事業費 25,904 △316 25,588

3,231,180 567 3,231,747

補 正 前 予 算 額 補 正 予 算 額 補 正 後 予 算 額

歳 出 合 計
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第　2　表　　　債　務　負　担　行　為

（単位：千円）

事　　　　　　項 期　　　　　　間 限　度　額

国保システム保守に係る業務
令和3年度から

令和4年度まで
242                     

安芸高田市基幹システム使用料
令和3年度から

令和4年度まで
2,442                   

糖尿病性腎症等重症化予防事業に係る業務
令和3年度から

令和4年度まで
4,455                   

服薬情報通知事業に係る業務
令和3年度から

令和4年度まで
468                     

国保レセプト点検事業に係る業務
令和3年度から

令和4年度まで
818                     

ジェネリック利用促進サービスに係る業務
令和3年度から

令和4年度まで
3,479                   

健診データ分析ソフト保守料
令和3年度から

令和4年度まで
165                     

健康診査受診勧奨に係る業務
令和3年度から

令和4年度まで
22                       
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歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書 

 

 

国民健康保険特別会計 

 



１．総括

(歳　入)

款

 1 国民健康保険税 505,298

 3 県支出金 2,398,886

 5 繰入金 234,350

3,231,180

補 正 前 の 額

歳 入 合 計
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歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書



(単位:千円) 

△4,129 501,169

455 2,399,341

4,241 238,591

567 3,231,747

補 正 額 計
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（歳　出）

款

 1 総務費 44,580 354 44,934

 2 保険給付費 2,290,399 529 2,290,928

 3 国民健康保険事業費納付金 770,967 0 770,967

 5 保健事業費 67,653 △316 67,337

3,231,180 567 3,231,747歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計
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(単位：千円)

0 0 0 0 354

0 529 0 0 0

0 0 0 4,241 △4,241

0 △74 0 0 △242

0 455 0 4,241 △4,129

そ の 他

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債
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２．歳入
（款）  1 国民健康保険税

款

項

目

 1 国民健康保険税 505,298 △ 4,129 501,169

 1 国民健康保険税 505,298 △ 4,129 501,169

 1 一般被保険者国民健康保険税 504,869 △ 4,129 500,740

（款）  3 県支出金

 3 県支出金 2,398,886 455 2,399,341

 1 県補助金 2,398,885 455 2,399,340

 1 保険給付費等交付金 2,398,884 455 2,399,339

（款）  5 繰入金

 5 繰入金 234,350 4,241 238,591

 1 他会計繰入金 232,567 2,243 234,810

 1 一般会計繰入金 232,567 2,243 234,810

 2 基金繰入金 1,783 1,998 3,781

 1 財政調整基金繰入金 1,783 1,998 3,781

補 正 前 の 額 補 正 額 計
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（単位 ： 千円）

節   

 1 医療給付費分現年課税 △ 1,690 医療給付費分現年課税分

分

 2 後期高齢者支援金分現 △ 563 後期高齢者支援金分現年課税分

年課税分

 3 介護納付金分現年課税 △ 1,876 介護納付金分現年課税分

分

 1 普通交付金 529 普通交付金

 2 特別交付金 △ 74 保険者努力支援分 △ 9,000

県繰入金（２号分） 8,926

 1 保険基盤安定繰入金 2,243 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 1,877

保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 366

 1 財政調整基金繰入金 1,998 財政調整基金繰入金

区 分 金 額
説 明
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３．歳出
（款）  1 総務費

款
項

目
 1 総務費 44,580 354 44,934 0 0 0 354

 1 総務管理費 43,889 354 44,243 0 0 0 354
 1 一般管理費 43,009 354 43,363 0 0 0 354

（款）  2 保険給付費

 2 保険給付費 2,290,399 529 2,290,928 529 0 0 0
 1 療養諸費 1,999,780 288 2,000,068 288 0 0 0

 3 一般被保険 6,912 288 7,200 288 0 0 0
者療養費

 2 高額療養費 283,841 151 283,992 151 0 0 0
 3 一般被保険 100 151 251 151 0 0 0

者高額介護
合算療養費

 5 葬祭諸費 1,680 90 1,770 90 0 0 0
 1 葬祭費 1,680 90 1,770 90 0 0 0

（款）  3 国民健康保険事業費納付金

 3 国民健康保険事 770,967 0 770,967 0 0 4,241 △4,241
業費納付金
 1 医療給付費分 559,003 0 559,003 0 0 1,661 △1,661

 1 一般被保険 558,725 0 558,725 0 0 1,661 △1,661
者医療給付
費分

 2 後期高齢者支 169,401 0 169,401 0 0 724 △724
援金等分
 1 一般被保険 169,336 0 169,336 0 0 724 △724

者後期高齢
者支援金等
分

 3 介護納付金分 42,563 0 42,563 0 0 1,856 △1,856
 1 介護納付金 42,563 0 42,563 0 0 1,856 △1,856

分

（款）  5 保健事業費

 5 保健事業費 67,653 △316 67,337 △74 0 0 △242
 1 保健事業費 25,904 △316 25,588 △74 0 0 △242

 1 保健衛生普 13,814 △316 13,498 △316 0 0 0
及費

補正前の
額

補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源

一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
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（単位 ： 千円）

節         

12 委　託　料 354 一般管理費 354                
総務一般管理費 354            
12 委　託　料 354        

○一般業務に関する委託料 354    
　連合会共同処理委託料 354    

18 負担金補助 288 一般被保険者療養費 288                
及び交付金 18 負担金補助及び交付金 288        

○補助費（負担金） 288    
　一般被保険者療養費 288    

18 負担金補助 151 一般被保険者高額介護合算療養費 151                
及び交付金 18 負担金補助及び交付金 151        

○補助費（負担金） 151    
　一般被保険者高額介護合算療養費 151    

18 負担金補助 90 葬祭費 90                
及び交付金 18 負担金補助及び交付金 90        

○補助費（負担金） 90    
　葬祭費 90    

一般被保険者医療給付費分                 
保険税等納付金 財源組替
その他納付金 財源組替

一般被保険者後期高齢者支援金等分                 
保険税等納付金 財源組替
その他納付金 財源組替

介護納付金分                 
保険税等納付金 財源組替
その他納付金 財源組替

10 需　用　費 △316 保健衛生普及費 △316                
10 需　用　費 △316        

消耗品費 △316    

区 分 金 額
説 明
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款
項

目
 2 疾病予防費 12,090 0 12,090 242 0 0 △242

補正前の
額

補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源

一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
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（単位 ： 千円）

節         

疾病予防費 財源組替

区 分 金 額
説 明
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